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選
挙
制
度
と
憲
法

　
　
　
。
－
「
学
問
へ
の
招
待
」

に
か
え
て
－

　
「
選
挙
制
度
は
実
は
憲
法
の
要
の
一
つ
で
あ
り
、
多
数
代

表
制
と
比
例
代
表
制
の
い
ず
れ
が
採
用
さ
れ
る
か
に
よ
り
、

必
然
的
に
異
な
る
類
型
の
民
主
主
義
が
導
か
れ
る
の
で
あ

る
」
（
ル
ネ
・
カ
ピ
タ
ン
）

は
じ
め
に

　
私
の
専
門
分
野
は
憲
法
学
で
あ
る
。
憲
法
学
の
カ
ヴ
ァ
ー
す
る

領
域
は
、
人
権
か
ら
統
治
機
構
ま
で
極
め
て
広
い
範
囲
に
わ
た
る
。

そ
の
中
で
私
が
こ
れ
ま
で
主
た
る
研
究
対
象
と
し
て
き
た
の
は
、

議
会
の
選
挙
制
度
－
特
に
フ
ラ
．
ン
ス
の
選
挙
制
度
－
の
問
題
で
あ

る
。　

な
ぜ
「
選
挙
制
度
」
な
の
か
。
ま
た
、
憲
法
学
と
い
う
立
場
か

ら
選
挙
制
度
を
考
え
る
こ
と
に
ど
の
様
な
意
味
が
あ
る
の
か
。
以

只
　
　
野

雅
　
　
人

下
で
は
、
い
く
つ
か
の
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
視
点
か
ら
選
挙
制
度

を
め
ぐ
る
様
々
な
問
題
を
眺
め
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
そ
う
す
る

こ
と
で
、
私
の
問
題
関
心
と
い
う
ご
く
限
ら
れ
た
狭
い
視
野
か
ら

で
は
あ
る
が
、
学
問
の
お
も
し
ろ
さ
、
む
ず
か
し
さ
の
一
端
を
、

少
し
で
も
読
者
の
皆
さ
ん
に
感
じ
て
い
た
だ
け
れ
ぱ
と
恩
う
。

　
ま
ず
最
初
に
、
な
ぜ
選
挙
制
度
な
の
か
、
選
挙
制
度
の
何
が
問

題
な
の
か
と
い
う
点
を
、
憲
法
と
い
う
切
り
口
か
ら
見
て
み
る
こ

と
に
し
よ
う
。

選
挙
制
度
の
何
が
問
題
な
の
か

冒
頭
に
引
い
た
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
憲
法
学
者
ル
ネ
・
カ
ピ
タ

ン
が
、
一
九
四
六
年
四
月
、
憲
法
制
定
議
会
に
お
い
て
議
員
と
し

　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

て
行
っ
た
発
言
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
で
も
日
本
同
様
、
第
二
次
大
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（63）選挙制度と憲法

戦
後
に
新
憲
法
の
制
定
作
業
が
行
わ
れ
た
が
、
議
会
で
は
、
国
民

投
票
に
付
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
憲
法
草
案
が
無
事
可
決
さ

れ
た
後
行
わ
れ
る
は
ず
の
国
会
議
員
選
挙
に
備
え
、
憲
法
草
案
に

加
え
て
選
挙
法
の
審
議
も
行
わ
れ
た
。
カ
ビ
タ
ン
の
発
言
は
そ
の

際
の
も
の
で
あ
る
。

　
民
主
主
義
－
あ
る
い
は
「
国
民
主
権
」
1
が
、
代
表
者
の
選
挙

を
通
じ
実
現
さ
れ
る
の
が
常
態
と
な
っ
て
い
る
今
日
、
代
表
者
を

選
出
す
る
た
め
の
ル
ー
ル
で
あ
る
選
挙
制
度
の
持
つ
意
味
が
極
め

て
大
き
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
選
挙
制
度
は
ま
さ
に

「
憲
法
の
要
」
で
あ
る
。

　
し
・
か
し
、
憲
法
典
の
中
に
具
体
的
に
ど
の
様
な
選
挙
制
度
が
用

い
ら
れ
る
べ
き
か
が
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
極
め
て
ま
れ
で
あ

り
、
通
常
は
選
挙
に
関
す
る
基
本
原
則
－
普
通
選
挙
、
平
等
選
挙
、

秘
密
選
挙
な
ど
－
が
定
め
ら
れ
る
に
と
ど
ま
る
。
具
体
的
な
選
挙

制
度
の
あ
り
方
は
法
律
の
定
め
に
委
ね
ら
れ
る
の
が
通
例
で
あ
る
。

例
え
ぱ
日
本
国
憲
法
四
七
条
に
も
、
「
選
挙
区
、
投
票
の
方
法
そ

の
他
両
議
院
の
議
員
の
選
挙
に
関
す
る
事
項
は
、
法
律
で
こ
れ
を

定
め
る
」
と
あ
る
。
一
体
ど
う
し
て
で
あ
ろ
う
か
。
　
■

　
憲
法
典
に
は
、
人
権
や
政
治
制
度
の
骨
格
な
ど
が
規
定
さ
れ
て

い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
日
本
国
憲
法
を
含
め
多
く
の
憲
法
で
は
、
こ

れ
ら
の
基
本
的
ル
ー
ル
が
時
々
の
政
治
的
多
数
派
に
よ
り
安
易
に

改
変
さ
れ
ぬ
よ
う
、
通
常
の
法
律
よ
り
も
厳
格
な
改
正
手
続
を
要

求
し
て
い
る
（
硬
性
憲
法
と
い
う
）
。
カ
ピ
タ
ン
の
言
葉
に
も
あ

る
よ
う
に
、
ど
の
様
な
選
挙
制
度
が
採
ら
れ
る
か
に
よ
っ
て
、
議

会
構
成
や
政
党
の
あ
り
方
な
ど
民
主
主
義
の
機
能
は
大
き
く
異
な

り
得
る
。
そ
れ
は
人
権
保
障
の
あ
り
方
に
も
無
視
し
得
な
い
影
響

を
及
ぼ
す
か
も
し
れ
な
い
。
こ
う
し
た
「
憲
法
の
要
」
の
一
つ
で

あ
る
選
挙
制
度
の
あ
り
方
が
議
会
の
多
数
派
の
意
思
で
あ
る
法
律

に
委
ね
ら
れ
て
い
る
の
は
な
ぜ
な
の
か
。

　
確
・
か
に
、
選
挙
制
度
を
め
ぐ
る
選
択
肢
は
無
数
と
い
っ
て
い
い

ほ
ど
多
様
で
あ
る
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
効
果
も
政
治
や
社
会
の
あ
り

方
に
応
じ
て
無
限
に
変
化
す
る
（
二
を
参
照
）
。
そ
れ
だ
け
に
、

あ
ら
か
じ
め
「
最
良
」
の
選
挙
制
度
を
選
ぶ
こ
と
は
不
可
能
に
近

い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た
無
限
の
選
択
肢
の
中
か
ら
何
を

選
ぶ
か
は
、
議
会
の
意
思
に
一
任
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
・
か
。
そ

れ
は
、
時
々
の
政
治
的
多
数
派
に
格
好
の
「
政
治
闘
争
」
の
武
器

を
提
供
す
る
こ
と
に
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
ラ
イ
バ
ル
を
排
除

す
る
最
も
手
う
取
り
早
い
手
段
は
、
自
分
に
有
利
な
よ
う
に
ゲ
ー

ム
の
ル
ー
ル
を
変
え
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

憲
法
上
何
ら
か
の
「
歯
止
め
」
は
あ
る
の
・
か
。
あ
る
い
は
「
最
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良
」
で
は
な
い
に
せ
よ
、
憲
法
原
理
か
ら
見
て
「
望
ま
し
い
」
、

ま
た
は
排
除
さ
れ
る
べ
き
選
挙
制
度
と
い
っ
た
も
の
を
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
（
三
を
参
照
）
。

　
以
下
で
は
、
こ
う
し
た
問
い
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
選
挙
制
度

を
め
ぐ
る
様
々
な
問
題
を
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
　
　
二
　
選
挙
制
度
に
は
ど
の
様
な
も
の
が
あ
る
か

　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

1
　
選
挙
制
度
の
類
型

　
選
挙
制
度
は
、
実
に
様
々
な
要
素
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
試

し
に
、
六
法
で
公
職
選
挙
法
の
頁
を
開
い
て
み
て
ほ
し
い
。
選
挙

の
種
類
、
選
挙
権
な
ど
か
ら
始
ま
っ
て
、
選
挙
区
、
当
選
者
の
決

定
、
選
挙
運
動
、
更
に
は
違
反
行
為
に
対
す
る
罰
則
ま
で
、
実
に

詳
細
な
規
定
が
お
か
れ
て
い
る
。
以
下
で
考
察
の
対
象
と
す
る
の

は
、
選
挙
制
度
の
こ
れ
ら
多
様
な
構
成
要
素
の
う
ち
、
通
常
「
選

挙
区
制
」
「
代
表
方
法
」
と
呼
ば
れ
る
部
分
で
あ
る
（
一
で
「
具

体
的
な
選
挙
制
度
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
た
が
、
そ
れ
も
こ
の

「
選
挙
区
制
」
「
代
表
方
法
」
の
骨
格
部
分
を
指
す
。
選
挙
運
動
に

関
す
る
細
か
な
規
制
の
様
な
問
題
ま
で
憲
法
が
規
定
で
き
な
い
の

は
当
然
で
あ
る
）
。

　
ま
た
、
民
主
主
義
・
「
国
民
主
権
」
実
現
の
場
と
し
て
の
選
挙

に
も
様
々
な
種
類
が
あ
る
が
、
検
討
対
象
と
な
る
の
は
国
政
レ
ヴ

ェ
ル
の
議
会
選
挙
で
あ
る
（
地
方
議
会
や
大
統
領
選
挙
な
ど
は
除

く
）
。
議
会
が
二
つ
の
議
院
か
ら
構
成
さ
れ
る
場
合
（
二
院
制
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

る
い
は
両
院
制
）
も
多
い
が
、
そ
の
場
合
に
は
主
と
し
て
第
一

院
・
下
院
（
日
本
の
場
合
で
あ
れ
ぱ
衆
議
院
）
を
念
頭
に
置
く
。

ω
選
挙
制
度
の
構
成
要
素

　
選
挙
が
行
わ
れ
る
地
理
的
な
単
位
が
選
挙
区
で
あ
る
。
全
国
を

一
選
挙
区
と
し
て
選
挙
を
行
う
こ
と
も
理
論
的
に
は
可
能
で
あ
る

が
、
数
百
人
も
の
国
会
議
員
を
全
国
一
選
挙
区
で
一
挙
に
選
ぽ
う

と
す
れ
ぱ
、
様
々
な
困
難
や
混
乱
が
予
想
さ
れ
る
（
千
枚
を
超
す

ポ
ス
タ
ー
が
貼
ら
れ
た
選
挙
の
掲
示
板
や
数
百
人
が
並
ぷ
比
例
代

表
選
挙
の
政
党
名
簿
な
ど
を
想
像
し
て
み
れ
ば
よ
い
）
。
そ
こ
で
、

通
常
は
全
国
を
複
数
の
選
挙
区
に
区
分
し
、
選
挙
が
行
わ
れ
る
。

ど
の
様
な
単
位
1
1
選
挙
区
で
選
挙
を
行
う
か
、
こ
れ
が
選
挙
区
制

の
問
題
で
あ
る
。

　
選
挙
区
制
は
、
小
選
挙
区
と
大
選
挙
区
に
大
別
さ
れ
る
。
一
選

挙
区
か
ら
一
名
の
み
が
当
選
す
る
場
合
が
小
選
挙
区
、
二
名
以
上

が
当
選
す
る
場
合
が
大
選
挙
区
で
あ
る
。
以
前
の
日
本
の
衆
議
院

の
選
挙
制
度
－
一
選
挙
区
で
二
名
か
ら
六
名
が
選
ぱ
れ
た
－
は

「
中
選
挙
区
」
と
呼
ば
れ
た
が
、
大
選
挙
区
の
一
種
で
あ
る
。
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ど
の
様
な
規
模
－
面
積
で
は
な
く
当
選
者
数
に
よ
る
1
の
選
挙

区
が
用
い
ら
れ
る
か
は
、
選
挙
結
果
を
大
き
く
左
右
す
る
。
選
挙

区
の
規
模
が
大
き
く
な
る
ほ
ど
、
小
規
模
な
政
党
に
と
っ
て
は
議

席
獲
得
の
可
能
性
が
大
き
く
な
る
。
逆
に
小
選
挙
区
の
下
で
は
、

議
席
獲
得
の
チ
ャ
ン
ス
は
通
常
少
数
の
大
政
党
に
限
ら
れ
る
。

　
　
選
挙
が
行
わ
れ
る
べ
き
単
位
が
決
ま
っ
た
と
し
て
、
次
に
そ
れ

ぞ
れ
の
単
位
“
選
挙
区
の
中
で
誰
が
当
選
す
る
か
を
決
め
ね
ぱ
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

ら
な
い
。
こ
れ
が
代
表
方
法
の
問
題
で
あ
る
。
代
表
方
法
は
、
原

　
、
　
　
　
、理

上
、
多
数
代
表
法
、
比
例
代
表
法
の
二
つ
に
大
別
で
き
る
。

　
当
該
選
挙
区
に
お
け
る
最
多
得
票
者
－
一
人
と
は
限
ら
な
い
ー

、
を
当
選
者
と
す
る
手
法
が
多
数
代
表
法
で
あ
る
。
多
数
代
表
法
は

小
選
挙
区
制
と
も
、
ま
た
大
選
挙
区
制
と
も
組
み
合
せ
可
能
で
あ

る
。
前
者
の
場
合
、
当
選
者
は
各
選
挙
区
一
名
の
み
で
あ
る
。
後

者
の
場
合
は
、
得
票
順
に
配
分
議
席
数
の
限
度
で
複
数
の
当
選
者

　
が
で
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
一
方
、
そ
れ
ぞ
れ
の
得
票
に
応
じ
た
議
席
を
配
分
し
よ
う
と
い

う
の
が
比
例
代
表
法
の
基
本
的
な
理
念
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
得

票
に
比
例
し
た
議
席
配
分
を
行
う
た
め
、
比
例
代
表
法
は
基
本
的

　
に
大
選
挙
区
制
と
の
み
結
ぴ
つ
く
。
通
常
は
、
政
党
が
選
挙
区
毎

　
に
、
候
補
者
を
登
載
し
た
名
簿
を
そ
れ
ぞ
れ
提
示
す
る
。
有
権
者

は
候
補
者
個
人
に
対
し
て
で
は
な
く
自
ら
の
支
持
す
る
政
党
の
名

簿
に
票
を
投
じ
る
。
各
政
党
の
名
簿
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
得
票
に
応

じ
た
議
席
配
分
を
受
け
る
。
比
例
代
表
法
の
下
で
は
、
各
党
の
得

票
率
と
議
席
率
は
か
な
り
の
程
度
一
致
す
る
。
し
か
し
、
後
述
の

よ
う
に
、
ど
の
様
な
規
模
の
選
挙
区
が
採
用
さ
れ
る
か
な
ど
に
よ

り
、
得
票
率
・
議
席
率
の
間
に
相
当
な
ズ
レ
が
生
じ
る
こ
と
も
あ

る
。　

各
名
簿
（
政
党
）
の
獲
得
議
席
数
が
決
ま
る
と
、
次
に
問
題
に

な
る
の
は
そ
れ
ぞ
れ
の
名
簿
内
に
お
い
て
誰
を
当
選
者
と
す
る
か

と
い
う
点
で
あ
る
。
最
も
一
般
的
に
用
い
ら
れ
る
の
は
、
拘
東
名

簿
方
式
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
各
政
党
は
、
名
簿
に
登
載
さ
れ
た

候
補
者
に
あ
ら
か
じ
め
順
位
を
付
し
て
お
く
。
例
え
ば
あ
る
名
簿

に
三
議
席
が
配
分
さ
れ
れ
ぱ
、
第
三
位
の
候
補
ま
で
、
四
議
席
な

ら
第
四
位
ま
で
が
当
選
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
一
方
、
一
定
の
限

度
で
、
有
権
者
の
選
好
に
応
じ
候
補
者
の
順
位
付
け
を
行
っ
た
り
、

政
党
の
決
め
た
名
簿
順
位
の
変
更
を
認
め
た
り
す
る
制
度
も
存
在

す
る
（
非
拘
東
名
簿
方
式
）
。
．

　
選
挙
区
制
・
代
表
方
法
の
他
に
も
、
選
挙
制
度
の
構
成
要
素
は

数
多
い
が
、
こ
こ
で
は
も
う
一
つ
、
投
票
回
数
の
問
題
を
付
け
加

え
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
日
本
で
は
、
投
票
は
一
回
だ
け
と
い
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う
の
が
当
た
り
前
で
あ
る
が
、
二
回
に
わ
た
り
投
票
が
行
わ
れ
て

い
る
国
も
存
在
す
る
。
最
も
有
名
な
の
が
フ
ラ
ン
ス
で
あ
る
。

　
フ
ラ
ン
ス
の
現
在
の
下
院
の
選
挙
制
度
は
、
小
選
挙
区
制
と
多

数
代
表
法
を
組
み
合
せ
た
兇
の
で
あ
る
が
、
一
回
目
の
投
票
で
は
、

絶
対
多
数
（
過
半
数
）
の
得
票
が
な
い
と
当
選
で
き
な
い
。
当
選

者
が
な
い
場
合
に
は
、
一
週
闇
後
、
第
一
回
目
の
投
票
で
登
録
有

権
者
数
の
二
一
・
五
％
以
上
の
得
票
を
し
た
候
補
者
の
間
で
第
二

回
目
の
選
挙
が
行
わ
れ
る
。
第
二
回
目
は
相
対
多
数
に
よ
る
。
す

な
わ
ち
最
多
得
票
者
が
当
選
と
な
る
。

　
選
挙
区
制
、
代
表
法
、
更
に
は
投
票
回
数
な
ど
の
要
素
を
組
み

合
わ
せ
る
こ
と
で
、
具
体
的
な
選
挙
制
度
が
で
き
あ
が
る
。
議
員

定
数
の
一
部
を
多
数
代
表
法
で
、
残
り
を
比
例
代
表
法
で
選
挙
す

る
こ
と
な
ど
も
可
能
で
あ
る
か
ら
、
選
挙
制
度
を
め
ぐ
る
選
択
肢

は
無
数
に
存
在
す
る
。
次
に
、
そ
れ
ら
無
数
の
選
択
肢
の
中
か
ら
、

主
要
な
類
型
を
い
く
つ
か
取
り
出
し
、
メ
カ
ニ
ズ
ム
や
特
徴
を
検

討
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

ω
選
挙
制
度
の
諸
類
型
と
機
能

　
①
小
選
挙
区
十
多
数
代
表
法
　
ま
ず
、
第
一
の
類
型
と
し
て
、

小
選
挙
区
制
と
多
数
代
表
法
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ

る
。
こ
の
場
合
は
、
各
選
挙
区
で
最
多
得
票
者
一
名
の
み
が
当
選

す
る
こ
と
に
な
る
。
い
わ
ゆ
る
「
単
純
小
選
挙
区
制
」
で
あ
る
。

こ
の
制
度
を
採
る
国
と
し
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
が
有
名
で
あ
る
。
競

馬
に
な
ぞ
ら
え
、
饒
冨
↓
・
寝
ω
；
幕
も
o
g
ξ
ω
8
昌
と
も
呼
ば
れ

る
。　

こ
の
制
度
の
最
大
の
特
徴
は
、
大
政
党
に
圧
倒
的
に
有
利
だ
と

い
う
点
で
あ
る
。
反
面
、
少
数
党
は
厳
し
く
切
り
捨
て
ら
れ
る
。

結
果
と
し
て
、
か
な
り
の
「
死
票
」
1
当
選
者
以
外
に
投
じ
ら
れ

た
票
ー
が
生
じ
る
こ
と
に
も
な
る
。
各
選
挙
区
で
当
選
す
る
の
は

一
名
の
み
で
あ
る
か
ら
、
議
席
獲
得
の
可
能
性
を
有
す
る
政
党
の

　
　
　
　
　
　
　
　
＾
4
）

数
は
か
な
り
限
ら
れ
る
。
～
竿
寝
ω
↑
－
；
①
－
君
9
｛
ω
8
昌
は
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

大
政
党
制
を
導
き
や
す
い
と
い
わ
れ
る
。

　
単
純
小
選
挙
区
制
＾
二
大
政
党
制
と
い
う
図
式
は
、
確
か
に
シ

ン
プ
ル
で
わ
か
り
や
す
い
。
し
か
し
、
～
9
も
易
↑
・
乎
①
も
0
9
ξ
ω
－

冨
昌
の
現
実
の
効
果
は
遥
か
に
複
雑
で
あ
る
。
例
え
ば
、
議
席

面
で
は
な
く
得
票
面
に
着
目
す
る
な
ら
ぱ
、
小
選
挙
区
1
1
二
大
政

党
制
の
モ
デ
ル
と
さ
れ
る
イ
ギ
リ
ス
で
も
、
〕
一
大
政
党
」
と
い

う
図
式
が
単
純
に
当
て
は
ま
る
わ
け
で
は
な
い
。
蒙
1
か
ら
も
分

か
る
よ
う
に
、
自
由
党
の
得
票
も
一
七
％
に
上
っ
て
お
り
、
得
票

面
で
は
「
三
党
制
」
と
も
い
い
う
る
状
況
で
あ
る
。
世
論
の
分
布

状
況
が
デ
フ
ォ
ル
メ
さ
れ
た
形
で
議
会
の
議
席
分
布
に
映
し
出
さ
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れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
歪
曲
効
果
は
、
多
か
れ
少
な
か

れ
他
の
選
挙
制
度
に
も
存
在
す
る
が
、
～
亭
寝
ω
↓
－
亭
①
も
o
g

ω
葛
8
∋
の
場
合
そ
れ
が
極
め
て
顕
著
な
形
で
現
れ
る
こ
と
が
多

い
。
も
っ
と
も
、
何
を
も
っ
て
「
歪
曲
」
と
い
う
か
、
ま
た
「
歪

曲
」
を
ど
う
評
価
す
る
か
は
別
途
検
討
を
要
す
る
間
題
で
あ
る

（
三
参
照
）
。

　
ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
現
在
の
制
度
が
古
く
か
ら
用
い
ら
れ
て

い
る
が
、
そ
れ
と
は
異
な
り
、
従
来
別
の
制
度
が
用
い
ら
れ
て
い

た
国
に
新
た
に
こ
の
制
度
が
導
入
さ
れ
た
場
合
に
も
、
イ
ギ
リ
ス

型
の
二
大
政
党
制
が
生
ま
れ
る
か
ど
う
か
は
全
く
未
知
数
で
あ
る
。

力
の
措
抗
し
た
政
党
が
数
多
く
存
在
す
る
場
合
（
三
、
四
、
あ
る

　
）
　
　
　
　
　
　
い
は
そ
れ
以
上
）
も
、
小
選
挙
区
制
の
効

　
率
）
）
）
）

麟
灘
㈱
㍑
果
は
予
見
し
が
た
い
。
ま
た
、
元
九
三

総
席
1
9
6
5
4
6
2
9
　
年
以
前
の
日
本
の
よ
う
に
、
一
党
優
位
型

ス
議
4
ー

リ
　
　
　
　
　
　
　
　
の
多
党
制
の
国
の
場
合
、
一
党
に
よ
る
議

ギ表1

労働党
保守党
自由党
その他

1997年イ

　得票率

45％

31％

17％

7％

席
独
占
も
予
想
さ
れ
よ
う
。

　
②
大
選
挙
区
十
多
数
代
表
法
　
大
選
挙

区
と
多
数
代
表
法
が
組
み
合
わ
さ
れ
る
場

合
、
そ
の
効
果
を
大
き
く
左
右
す
る
の
は

何
よ
り
も
選
挙
区
の
規
模
で
あ
る
。
選
挙

区
の
規
模
”
選
出
議
席
数
が
大
き
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
小
政
党

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

に
と
っ
て
の
議
席
獲
得
の
可
能
性
、
塑
言
す
れ
ば
少
数
代
表
的
効

、果
は
、
大
き
く
な
る
。

　
選
挙
区
の
規
模
に
加
え
、
各
有
権
者
が
何
票
を
も
つ
か
と
い
う

点
も
重
要
で
あ
る
。
例
え
ば
五
人
の
議
員
を
選
出
す
る
選
挙
区
で
、

有
権
者
が
一
票
だ
け
を
も
つ
の
か
、
あ
る
い
は
五
票
を
有
す
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

か
に
よ
り
、
選
挙
結
果
は
か
な
り
大
き
く
左
右
さ
れ
る
。

　
一
九
九
三
年
ま
で
日
本
の
衆
議
院
で
用
い
ら
れ
て
い
た
中
選
挙

区
制
の
場
合
、
選
挙
区
の
議
員
定
数
は
二
人
か
ら
六
人
で
、
有
権

者
は
一
票
の
み
を
有
し
て
い
た
。
こ
の
制
度
は
、
次
に
見
る
比
例

代
表
制
と
似
通
っ
た
選
挙
結
果
　
各
党
の
議
席
率
・
得
票
率
の
あ

る
程
度
の
均
衡
、
少
数
代
表
効
果
1
を
も
た
ら
し
て
き
た
。

　
③
比
例
代
表
制
　
比
例
代
表
法
は
、
基
本
的
に
大
選
挙
区
制
と

の
み
結
び
つ
く
。
複
数
の
議
席
が
な
け
れ
ぱ
、
議
席
の
比
例
配
分

は
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
比
例
代
表
制
は
各
党
の
得
票
率
と
議
席
率
の
一
致
を
も
た
ら
す

と
い
わ
れ
る
が
、
両
者
の
完
全
な
一
致
は
も
と
よ
り
不
可
能
で
あ

る
。
加
え
て
、
選
挙
区
の
規
模
、
剰
余
票
の
配
分
方
式
、
議
席
獲

得
の
た
め
の
ハ
ー
ド
ル
の
有
無
な
ど
の
要
因
に
よ
り
、
無
視
し
得

　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、

な
い
多
数
代
表
効
果
が
生
じ
る
こ
と
も
あ
る
。
選
挙
区
の
規
模
が
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率
％
％
％
％
　
　
大
き
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
得
票
率
・

　
席
8
　
1
1
　
1
8
　
1
3

挙
議
5
．
3
7
4
8
6
　
　
議
席
率
の
一
致
の
度
合
い
も
高
ま
る
。

選総
　
　
　
　
　
　
　
　
逆
に
、
選
挙
区
の
規
模
が
小
さ
い
ほ
ど
、

ス
率
％
％
％
％

ン
票
　
・
7
　
・
6
刀
　
・
8
　
　
両
者
の
乖
離
1
ー
ズ
レ
が
生
じ
る
可
能
は

ラ
得
9
3
1
4
2
9
席

フ
　
　
　
　
　
　
議
　
大
き
く
な
る
。
端
数
が
生
じ
る
か
ら
で

年
　
　
　
　
　
　
5
5

6
　
　
　
　
　
合
　
　
5
　
あ
る
。

89
　
　
　
　
　
連
　
　
．

1
　
　
　
　
道
　
　
区
　
　
具
体
例
で
考
え
て
み
よ
う
。
例
え
ば
、

2
　
党
党
中
線
挙

表
　
　
　
　
　
・
戦
選
　
定
数
五
の
選
挙
区
に
お
い
て
、
A
党
が

　
　
産
会
守
民
9
6

　
　
共
社
保
国
＊
　
六
四
％
、
B
党
が
二
四
％
、
C
党
が
一

二
％
の
得
票
を
し
た
も
の
と
仮
定
す
る
。
こ
の
場
合
、
定
数
は
五

で
あ
る
か
ら
、
二
〇
％
の
得
票
に
つ
き
一
議
席
ず
つ
を
配
分
す
る

の
が
基
本
と
な
ろ
う
（
当
選
基
数
と
い
う
）
。
こ
う
し
て
、
ま
ず
、

A
党
に
は
三
議
席
、
B
党
に
は
一
議
席
が
配
分
さ
れ
る
。

　
残
り
の
一
議
席
は
ど
の
様
に
配
分
し
た
ら
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。

い
く
つ
か
の
考
え
方
が
あ
り
得
る
。
一
つ
は
、
剰
余
票
　
議
席
配

分
に
利
用
さ
れ
て
い
な
い
票
ー
に
着
目
す
る
や
り
方
で
あ
る
。
A

党
・
B
党
の
剰
余
票
は
四
％
、
C
党
は
二
一
％
で
あ
る
か
ら
、
こ

の
場
合
最
後
の
一
議
席
は
B
党
に
与
え
ら
れ
る
（
最
大
剰
余
法
）
。

　
も
う
一
つ
は
、
残
り
の
一
議
席
が
配
分
さ
れ
た
と
仮
定
し
て
、

各
党
が
一
議
席
獲
得
に
要
し
た
得
票
を
比
較
す
る
手
法
で
あ
る
。

A
党
は
、
六
四
％
十
（
三
十
一
）
1
－
ニ
ハ
％
、
B
党
は
、
二
四
％
十

（
一
十
一
）
1
1
二
一
％
、
C
党
は
、
二
一
％
十
一
1
1
二
一
％
と
な
り
、

剰
余
議
席
は
A
党
に
配
分
さ
れ
る
（
最
大
平
均
法
。
こ
の
操
作
を

簡
略
化
し
た
の
が
ド
ン
ト
方
式
）
。
一
般
に
、
最
大
剰
余
法
は
小

政
党
に
、
最
大
平
均
法
は
大
政
党
に
有
利
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。

　
し
か
し
、
い
ず
れ
の
手
法
に
よ
っ
て
も
、
選
挙
区
レ
ペ
ル
で
は

か
な
り
の
剰
余
票
が
生
じ
て
し
ま
う
。
特
に
、
五
議
席
程
度
の
選

挙
区
で
最
大
平
均
法
（
ド
ン
ト
方
式
）
を
用
い
た
場
合
、
表
2
が

示
す
よ
う
に
得
票
率
・
議
席
率
の
乖
離
は
か
な
り
大
き
く
な
る
可

能
性
が
あ
る
。
比
例
代
表
の
理
念
に
忠
実
に
乖
離
を
最
小
限
に
し

よ
う
と
す
れ
ぱ
、
選
挙
区
を
拡
大
す
る
方
法
－
究
極
的
に
は
全
国

一
選
挙
区
、
あ
る
い
は
選
挙
区
レ
ベ
ル
の
剰
余
票
を
全
国
規
模
で

全
て
合
算
し
、
改
め
て
議
席
配
分
に
利
用
す
る
方
法
な
ど
が
考
え

ら
れ
る
（
「
完
全
」
比
例
代
表
制
）
。

　
だ
が
、
こ
う
し
た
手
法
に
も
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

「
完
全
」
比
例
代
表
制
に
対
し
向
け
ら
れ
る
批
判
の
第
一
は
、
過

剰
な
小
党
分
裂
へ
の
懸
念
で
あ
る
。
「
完
全
」
比
例
代
表
制
の
下

で
は
、
数
％
の
得
票
で
も
ー
場
合
に
よ
る
と
一
％
未
満
で
も
、
議

席
獲
得
が
見
込
め
る
。
こ
の
た
め
小
党
が
乱
立
し
、
政
権
形
成
が

困
難
に
な
る
な
ど
政
治
の
不
安
定
を
招
く
と
い
う
の
で
あ
る
。

452



（69）選挙制度と憲法

「
小
党
分
立
の
危
険
性
」
は
比
例
代
表
制
一
般
に
対
し
て
向
け
ら

れ
る
批
判
で
も
あ
る
。

　
比
例
代
表
制
が
小
党
分
立
・
政
権
の
不
安
定
を
帰
結
し
や
す
い

と
の
主
張
は
正
当
で
あ
ろ
う
か
。
ド
イ
ツ
の
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
、

フ
ラ
ン
ス
の
第
四
共
和
制
な
ど
、
比
例
代
表
制
の
下
で
多
党
分
立

状
況
が
生
じ
政
治
の
極
度
の
不
安
定
が
帰
結
さ
れ
た
例
は
確
か
に

存
在
す
る
。
ま
た
、
比
例
代
表
制
の
下
で
は
、
小
選
挙
区
制
な
ど

の
場
合
と
比
較
す
れ
ぱ
、
政
党
の
数
が
増
え
や
す
い
の
は
間
違
い

な
い
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
多
党
制
が
直
ち
に
政
権
の
不
安
定
を
帰
結
す

る
わ
け
で
は
な
い
。
比
例
代
表
・
多
党
制
の
下
に
あ
っ
て
も
、
政

党
間
で
政
策
協
定
が
実
現
・
持
続
す
れ
ぱ
、
安
定
し
た
連
立
政
権

が
期
待
で
き
る
。
政
党
の
数
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
ら
の
性
質
や
相

互
の
関
係
な
ど
も
重
要
な
フ
ァ
ク
タ
ー
で
あ
る
。
ま
た
、
従
来
多

数
代
表
制
を
採
っ
て
い
た
国
が
比
例
代
表
制
を
新
た
に
導
入
し
た

よ
う
な
ケ
ー
ス
で
は
、
政
党
数
が
増
え
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
多

数
代
表
制
の
下
で
十
分
な
表
明
。
を
許
さ
れ
な
か
っ
た
世
論
潮
流
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

現
れ
て
き
た
結
果
に
す
ぎ
な
い
と
見
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
い

ず
れ
に
せ
よ
、
そ
の
国
の
政
治
社
会
状
況
と
無
関
係
に
、
比
例
代

表
制
の
政
党
増
殖
効
果
を
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
加
え
て
、
比
較
的
小
さ
な
選
挙
区
や
ド
ン
ト
方
式
の
採
用
が
か

な
り
の
多
数
代
表
効
果
を
伴
う
こ
と
は
す
で
に
見
た
と
お
り
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
「
緩
衝
剤
」
を
伴
わ
ぬ
「
完
全
」
比
例
代
表
制
の

場
合
に
つ
い
て
は
、
一
定
の
得
票
率
を
得
た
政
党
に
の
み
議
席
を

配
分
す
る
と
い
う
「
阻
止
条
項
」
－
ド
イ
ツ
の
五
％
条
項
が
有
名

で
あ
る
－
の
導
入
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
超
え
る
ぺ
き
ハ
ー

ド
ル
が
高
す
ぎ
る
場
合
や
、
ハ
ー
ド
ル
を
越
え
ら
れ
な
い
政
党
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

数
が
多
い
場
合
に
は
、
重
大
な
問
題
が
生
じ
る
可
能
性
も
あ
る
。

　
比
例
代
表
制
に
向
け
ら
れ
る
も
う
一
つ
の
批
判
は
、
政
党
に
過

度
の
役
割
を
与
え
る
こ
と
に
な
ら
な
い
か
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

拘
束
名
簿
方
式
の
場
合
、
候
補
者
の
選
定
・
順
位
付
け
は
全
て
政

党
に
委
ね
ら
れ
る
。
有
権
者
は
名
簿
を
一
括
し
て
選
択
す
る
だ
け

で
、
候
補
者
を
選
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
。
名
簿
の
上
位
に
ラ
ン
ク

さ
れ
る
と
、
ま
ず
落
選
の
危
険
は
な
い
。
仮
に
そ
れ
が
有
権
者
に

と
っ
て
好
ま
し
く
な
い
人
物
で
あ
う
て
も
、
名
簿
か
ら
は
排
除
で

き
な
い
。

　
確
か
に
、
候
補
者
個
人
に
で
は
な
く
政
党
の
名
簿
に
投
票
す
る

比
例
代
表
制
は
本
来
政
党
・
政
策
の
選
択
を
基
本
理
念
と
し
て
お

り
、
右
の
結
果
は
や
む
を
得
な
い
と
の
反
論
も
可
能
で
あ
る
。
し

か
し
、
党
内
手
続
の
あ
り
方
や
政
策
形
成
能
力
な
ど
の
面
で
政
党
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に
十
分
な
信
頼
を
寄
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
、
政
党
に
極
め

て
大
き
な
役
割
を
与
え
る
こ
と
に
は
蹟
購
が
残
る
。

　
そ
こ
で
、
比
例
代
表
制
に
有
権
者
に
よ
る
候
補
者
の
選
択
と
い

う
要
素
を
加
味
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
有
権
者
が
名
簿
内
の

好
ま
し
い
候
補
に
印
を
付
け
た
り
、
望
ま
し
く
な
い
候
補
を
削
除

す
る
こ
と
を
認
め
る
、
あ
る
い
は
異
な
る
名
簿
間
で
候
補
者
の
入

れ
替
え
を
認
め
る
と
い
っ
た
こ
と
も
可
能
で
あ
る
が
、
こ
の
点
で

特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
ド
イ
ツ
並
び
に
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
制
度
で

あ
る
。

　
ド
イ
ツ
の
選
挙
制
度
は
日
本
で
は
通
常
小
選
挙
区
比
例
代
表

「
併
用
制
」
と
呼
ば
れ
る
が
、
実
質
は
比
例
代
表
制
で
あ
る
。
現

在
の
目
本
の
衆
議
院
の
選
挙
制
度
－
い
わ
ゆ
る
小
選
挙
区
比
例
代

表
「
並
立
制
」
i
と
は
全
く
異
な
る
制
度
で
あ
る
。
有
権
者
は
二

票
を
有
す
る
。
第
一
票
は
小
選
挙
区
－
総
定
数
の
二
分
の
一
ー
で
、

第
二
票
は
州
毎
の
政
党
の
名
簿
に
対
し
投
じ
ら
れ
る
。
第
二
票
は

ま
ず
全
国
レ
ペ
ル
で
集
計
さ
れ
、
比
例
代
表
原
理
に
基
づ
き
各
党

に
全
六
五
六
議
席
が
配
分
さ
れ
る
。
つ
い
で
、
州
単
位
の
名
簿
に

議
席
が
再
配
分
さ
れ
る
。
各
党
内
に
お
い
て
は
、
ま
ず
小
選
挙
区

で
選
ば
れ
た
候
補
者
に
議
席
が
与
え
ら
れ
る
。
な
お
配
分
議
席
に

余
裕
が
あ
れ
ば
、
不
足
分
は
名
簿
か
ら
補
充
さ
れ
る
。
小
選
挙
区

を
利
用
し
て
当
選
者
を
決
め
る
比
例
代
表
制
と
い
え
る
か
も
し
れ

な
い
。

　
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
制
度
は
、
一
票
移
譲
方
式
（
色
畠
一
①
言
彗
ω
－

3
蟹
⊆
①
く
o
貝
ω
↓
＜
）
と
呼
ば
れ
る
。
有
権
者
は
大
選
挙
区
で

一
票
の
み
を
有
し
、
名
簿
で
は
な
く
候
補
者
に
こ
の
票
を
投
じ
る
。

但
し
、
有
権
者
は
候
補
者
に
順
位
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま

ず
第
一
順
位
の
票
が
開
票
さ
れ
、
当
選
基
数
－
有
効
投
票
十
（
議

席
数
十
1
）
十
1
ー
に
達
し
た
侯
補
者
が
当
選
と
な
る
。
な
お
剰

余
議
席
が
あ
る
場
合
、
あ
る
い
は
そ
も
そ
も
当
選
基
数
に
達
し
た

候
補
者
が
い
な
い
場
合
に
は
、
第
二
順
位
、
更
に
は
第
三
順
位
以

下
が
集
計
さ
れ
、
当
選
者
が
決
ま
っ
て
ゆ
く
（
具
体
的
な
手
順
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

か
な
り
複
雑
な
た
め
、
一
；
一
で
は
説
明
を
省
略
す
る
）
。
単
記
移

譲
方
式
は
開
票
作
業
が
極
め
て
複
雑
で
あ
る
が
、
比
例
代
表
の
理

念
と
個
人
の
選
択
と
い
う
要
素
を
巧
み
に
結
合
し
た
制
度
で
あ
る
。

　
④
混
合
制
度
　
以
上
の
他
、
多
数
代
表
法
・
比
例
代
表
法
を
組

み
合
せ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
先
に
見
た
ド
イ
ツ
の
制
度
も
そ

の
一
例
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
一
九
九
四
年
の
「
政
治
改
革
」
に

よ
り
日
本
の
衆
議
院
に
新
た
に
導
入
さ
れ
た
小
選
挙
区
・
比
例
代

表
並
立
制
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。

　
衆
議
院
の
現
在
の
総
定
数
は
五
〇
〇
で
、
こ
の
う
ち
三
〇
〇
が
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小
選
挙
区
制
に
よ
り
、
二
〇
〇
が
比
例
代
表
制
に
よ
り
選
挙
さ
れ

る
。
小
選
挙
区
に
つ
い
て
は
全
国
が
三
〇
〇
の
選
挙
区
に
、
比
例

代
表
部
分
に
つ
い
て
は
定
数
七
か
ら
三
三
の
一
一
の
プ
ロ
ッ
ク
に

そ
れ
ぞ
れ
分
か
れ
選
挙
が
行
わ
れ
る
。
一
見
ド
イ
ツ
の
制
度
と
似

通
っ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
小
選
挙
区
・
比
例
代
表
そ
れ

ぞ
れ
で
別
個
に
選
挙
が
行
わ
れ
る
点
で
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。

　
並
立
制
の
性
格
は
、
小
選
挙
区
部
分
・
比
例
代
表
部
分
そ
れ
ぞ

表31996年衆議院選挙

小選挙区 比例区
合
言
十
議
席政党

得票 議席 得票 議席

自民党 38．6％

1
6
9
5
6
，
3
％

32．8％

7
0
3
5
％

239

新進党 28．O％

9
6
3
2
％

28，O％

6
0
3
0
％

156

さきがけ 1．3％

　
2
0
．
7
％

1．0％
O
’ 2

民主党 1O，6％

1
7
5
．
6
％

16．1％

　3517．5％

52

社民党 2．2％

　
4
1
，
3
％

64％

1
1
6
，
5
％

15

共産党 12，6％

　
2
0
．
7
％

13，1％

　2413．1％

26

れ
に
ど
れ
だ
け
の
議
席
を
配
分
す
る
か
に
よ
っ
て
大
き
く
異
な
る
。

現
行
制
度
は
、
五
分
の
三
が
小
選
挙
区
部
分
に
配
分
さ
れ
て
い
る

こ
と
、
比
例
代
表
部
分
に
つ
い
て
も
二
〇
〇
議
席
を
一
一
選
挙
区

に
区
分
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
か
な
り
多
数
代
表
的
性
格

が
濃
厚
で
あ
る
。
選
挙
結
果
は
政
治
状
況
や
政
党
の
勢
力
関
係
・

選
挙
戦
術
な
ど
に
よ
っ
て
も
大
き
く
異
な
っ
て
く
る
が
、
一
九
九

六
年
の
選
挙
結
果
か
ら
は
、
か
な
り
は
っ
き
り
と
し
た
多
数
代
表

効
果
を
確
認
で
き
よ
う
（
表
3
）
。

三
　
選
挙
制
度
を
ど
う
評
価
す
る
か

1
　
選
挙
制
度
と
代
表
の
「
不
平
等
」

　
以
上
、
選
挙
制
度
の
主
要
な
類
型
と
特
長
を
概
観
し
て
き
た
が
、

そ
れ
ぞ
れ
の
制
度
は
ど
う
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
特
に

憲
法
を
基
点
に
選
挙
制
度
を
評
価
す
る
場
合
、
ま
ず
誰
も
が
思
い

浮
か
べ
る
の
は
「
平
等
」
－
例
え
ば
「
選
挙
権
の
平
等
」
「
代
表

の
平
等
」
な
ど
－
と
い
う
視
点
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
「
平
等
」

か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
次
に
見
る
よ
う
に
一
定
の
限
界
に
突
き
当

た
る
。
選
挙
制
度
の
効
果
の
多
様
性
で
あ
る
。

　
一
口
に
代
表
の
「
不
平
等
」
と
い
っ
て
も
、
選
挙
制
度
か
ら
確

実
に
生
み
出
さ
れ
る
も
の
と
、
同
じ
選
挙
制
度
の
下
に
あ
っ
て
も
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政
治
情
勢
、
政
党
間
の
得
票
分
布
、
選
挙
戦
略
な
ど
に
よ
り
大
き

く
左
右
さ
れ
る
も
の
と
が
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
政
治
学
者
M
ニ
ァ

ユ
ヴ
ェ
ル
ジ
ェ
は
、
前
者
を
構
造
的
（
g
…
g
…
⑭
一
）
不
平
等
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

後
者
を
変
動
性
の
（
8
旦
o
篶
g
至
）
不
平
等
と
呼
ぶ
。

　
構
造
的
不
平
等
に
か
か
わ
る
の
は
、
選
挙
区
間
の
定
数
不
均
衡

問
題
で
あ
る
。
先
進
工
業
国
で
は
、
農
村
部
か
ら
都
市
部
へ
の
人

口
流
入
に
伴
い
、
各
選
挙
区
の
議
員
一
人
が
代
表
す
る
人
口
の
格

差
（
較
差
）
が
大
き
な
問
題
に
な
っ
て
き
た
。
日
本
で
も
、
特
に

一
九
六
〇
年
代
以
降
、
定
数
不
均
衡
問
題
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
定
数
不
均
衡
問
題
は
、
通
常
、
「
選
挙
権
の
平
等
」
あ
る
い
は

「
一
票
の
重
み
」
の
間
題
と
し
て
議
論
さ
れ
る
。
「
選
挙
権
の
平

等
」
は
憲
法
上
の
原
則
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
単
に
「
一
人
一
票
」

を
意
味
す
る
だ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
あ
る
選
挙
区
が
人
口
一

〇
万
人
で
一
名
の
議
員
を
、
別
の
選
挙
区
が
三
〇
万
人
で
同
じ
く

一
名
を
選
挙
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
前
者
の
選
挙
区
の
有
権
者
は

事
実
上
三
票
を
も
っ
て
い
る
に
等
し
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
選
挙
権

の
平
等
」
は
二
票
の
重
み
」
の
平
等
を
も
要
求
す
る
と
考
え
ら

れ
て
い
る
。
日
本
の
最
高
裁
は
、
二
度
に
わ
た
り
、
衆
議
院
定
数

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
H
）

不
均
衡
問
題
で
違
憲
判
決
を
下
し
て
い
る
。

　
代
表
の
不
平
等
の
問
題
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
定
数
不
均
衡
に

限
ら
れ
な
い
。
選
挙
区
間
で
一
票
の
重
み
が
問
題
に
な
る
の
な
ら
、

政
党
間
で
も
一
票
の
重
み
は
問
題
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。
例
え

ば
、
A
党
が
四
五
％
の
得
票
で
六
〇
％
の
議
席
を
、
B
党
が
三
〇

％
の
得
票
で
二
〇
％
の
議
席
を
獲
得
し
た
と
す
る
と
、
A
党
の
有

権
者
の
一
票
は
、
B
党
の
有
権
者
に
比
べ
、
二
倍
の
重
み
を
持
つ

こ
と
に
な
ら
な
い
か
。
政
党
の
得
票
率
と
議
席
率
の
乖
離
の
問
題

で
あ
る
。

　
右
の
よ
。
つ
な
選
挙
結
果
は
、
確
か
に
「
不
平
等
」
で
あ
る
。
し

か
し
、
定
数
不
均
衡
の
場
合
と
大
き
く
異
な
る
の
は
、
「
不
平
等
」

の
度
合
い
が
、
様
々
な
要
因
に
よ
っ
て
か
な
り
変
動
す
る
可
能
性

が
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
次
の
選
挙
で
A
・
B
両
党
の
得
票
率

が
今
回
同
様
で
あ
る
保
証
は
全
く
な
い
。
得
票
率
が
変
わ
れ
ば

「
不
平
等
」
の
度
合
い
も
大
き
く
変
わ
る
は
ず
で
あ
る
。
新
た
な

政
党
の
参
入
、
他
党
と
の
選
挙
協
定
、
更
に
は
候
補
者
の
数
な
ど

に
よ
っ
て
も
、
「
不
平
等
」
の
度
合
い
は
大
き
く
変
化
す
る
。
ま

さ
に
変
動
性
の
不
平
等
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
定
数

不
均
衡
の
場
合
と
は
異
な
り
、
得
票
率
と
議
席
率
の
乖
離
を
指
標

に
あ
る
選
挙
制
度
が
不
平
等
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
の
は
、

か
な
り
の
困
難
を
伴
う
作
業
で
あ
る
。
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も
っ
と
も
、
次
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
は
で
き
る
か
も
し
れ
な

い
。
「
不
平
等
」
が
変
動
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
あ
る
選

挙
制
度
が
得
票
率
・
議
席
率
の
乖
離
を
生
み
出
し
や
す
い
か
ど
う

か
は
あ
る
程
度
予
測
が
つ
く
の
で
は
な
い
か
、
と
。
一
般
的
に
は
、

比
例
代
表
制
の
方
が
多
数
代
表
制
（
特
に
小
選
挙
区
制
）
に
比
べ
、

「
不
平
等
」
を
生
み
出
す
度
合
い
は
小
さ
い
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
で
は
、
小
選
挙
区
制
は
、
定
数
不
均
衡
の
場
合
の
よ
う
に

「
違
憲
」
と
は
い
え
な
い
ま
で
も
、
「
不
平
等
」
な
制
度
で
あ
り
、

比
例
代
表
制
の
方
が
好
ま
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
て
は
様
々
な
反
論
が
予
想
さ
れ
る
。

　
ま
ず
問
題
に
な
る
の
は
、
政
党
の
得
票
率
を
指
標
と
す
る
こ
と

の
是
非
で
あ
る
。
政
党
の
得
票
分
布
は
確
か
に
民
意
の
分
布
を
反

映
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
両
者
は
イ
コ
ー
ル
で
は
な
い
。
有
権

者
は
、
常
に
自
ら
が
真
に
支
持
す
る
政
党
に
投
票
で
き
る
わ
け
で

は
な
い
。
支
持
政
党
の
候
補
者
が
な
け
れ
ば
、
最
も
「
ま
し
な
」

候
補
者
に
、
あ
る
い
は
せ
め
て
最
も
「
好
ま
し
く
な
い
」
候
補
者

を
排
除
す
る
た
め
に
、
票
を
投
じ
る
こ
と
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
ま

た
、
得
票
率
・
議
席
率
の
乖
離
を
最
小
化
し
よ
う
と
す
れ
ば
「
完

全
」
比
例
代
表
制
に
行
き
着
か
ざ
る
を
得
な
い
が
、
こ
の
制
度
の

下
で
は
候
補
者
の
選
定
・
名
簿
順
位
の
決
定
を
始
め
政
党
の
影
響

力
は
極
め
て
大
き
く
な
る
。
し
か
し
、
政
党
が
こ
れ
だ
け
大
き
な

役
割
を
果
た
し
得
る
だ
け
の
実
体
を
持
ち
得
て
い
な
い
場
合
に
は
、

代
表
の
正
確
性
を
多
少
犠
牲
に
し
て
も
、
候
補
者
の
選
択
の
要
素

な
ど
を
加
味
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
も
う
一
つ
の
問
題
は
、
比
例
代
表
制
を
採
ら
な
い
国
々
、
特
に

小
選
挙
区
制
を
採
る
イ
ギ
リ
ス
な
ど
を
ど
う
見
る
の
か
と
い
う
点

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
国
民
主
権
の
実
現
形
態
で
あ
る
代
表
民
主
制

の
本
質
を
ど
こ
に
見
る
の
か
と
い
う
問
題
と
直
結
す
る
。
代
表
民

主
制
は
、
議
会
構
成
に
正
確
に
民
意
を
反
映
す
る
こ
と
に
つ
き
る

の
か
。
そ
れ
と
も
国
民
が
議
会
多
数
派
・
政
権
を
選
択
す
る
こ
と

こ
そ
本
質
な
の
か
。

　
い
ず
れ
の
問
題
も
、
選
挙
制
度
を
超
え
て
、
代
表
民
主
制
の
本

質
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
に
項
を
改
め
、
こ
れ
ら

の
問
題
を
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

2
　
選
挙
制
度
と
代
表
民
主
制
ー
フ
ラ
ン
ス
を
手
が
か
り
に

　
選
挙
制
度
と
代
表
民
主
制
の
関
わ
り
を
考
え
る
に
当
た
り
、
そ

の
手
が
か
り
を
さ
し
あ
た
り
フ
ラ
ン
ス
に
求
め
る
こ
と
に
し
た
い

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
普
通
選
挙
・
民
主
主
義
が
定
着
し
た
一
八
七
五

年
以
降
に
限
う
て
み
て
も
、
九
回
に
わ
た
り
選
挙
制
度
の
大
幅
な
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改
正
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ほ
ど
頻
繁
に
選
挙
制
度
が
改
変
さ

れ
た
国
は
あ
ま
り
例
が
な
い
。
制
度
の
改
正
が
頻
繁
で
あ
っ
た
だ

け
に
、
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
改
正
が
「
異
な
る
類
型
の
民
主
主
義

を
導
く
」
（
R
・
カ
ピ
タ
ン
）
可
能
性
を
持
っ
て
い
た
だ
け
に
、

国
民
主
権
の
具
体
化
で
あ
る
代
表
民
主
制
の
あ
り
方
を
め
ぐ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎜
）

活
発
な
議
論
が
交
わ
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
だ
け
に
、
フ
ラ
ン
ス
の

議
論
は
、
選
挙
制
度
を
考
え
る
上
で
極
め
て
興
味
深
い
素
材
を
提

供
し
て
く
れ
る
。

　
今
世
紀
初
頭
、
草
創
期
を
迎
え
た
フ
ラ
ン
ス
憲
法
学
で
は
、
有

権
者
と
議
員
と
の
つ
な
が
り
が
強
く
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
づ
た
。

背
景
に
あ
っ
た
の
は
普
通
選
挙
の
定
着
で
あ
る
。

　
古
典
的
な
議
論
で
は
、
議
員
は
一
旦
選
挙
さ
れ
れ
ば
有
権
者
の

影
響
か
ら
独
立
し
て
行
動
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
選
挙

権
・
被
選
挙
権
が
一
部
の
有
産
階
級
に
限
ら
れ
て
い
た
時
代
に
は
、

そ
れ
で
大
き
な
不
都
合
は
生
じ
な
か
っ
た
。
議
員
と
有
権
者
の
社

会
的
経
済
的
基
盤
が
同
質
で
あ
る
以
上
、
議
員
が
有
権
者
の
利
益

を
大
き
く
損
な
う
行
動
を
と
る
可
能
性
は
低
か
っ
た
。
有
権
者
は
、

自
分
た
ち
と
同
じ
階
層
出
身
の
議
員
を
信
頼
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
普
通
選
挙
導
入
以
降
状
況
は
一
変
す
る
。
労
働
者

や
農
民
等
に
も
選
挙
権
が
付
与
さ
れ
た
結
果
、
有
権
者
の
利
害
は

極
め
て
多
様
化
す
る
。
議
員
を
信
頼
す
る
だ
け
で
は
、
自
ら
の
利

益
を
政
治
の
場
で
実
現
す
る
こ
と
は
困
難
に
な
る
。
資
本
家
も
、

労
働
者
も
、
農
民
も
、
そ
れ
ぞ
れ
が
自
分
た
ち
の
利
益
を
実
現
す

べ
く
議
員
に
要
求
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
議
員
の
側
も
、
次
の
選

挙
で
再
選
さ
れ
る
た
め
に
は
、
こ
う
し
た
要
求
に
従
わ
ざ
る
を
得

な
い
。
こ
う
し
て
、
議
員
の
有
権
者
か
ら
の
独
立
に
代
わ
り
、
議

員
と
有
権
者
の
結
び
つ
き
こ
そ
が
、
有
権
者
と
国
民
代
表
た
る
議

員
と
の
聞
の
一
致
こ
そ
が
、
代
表
民
主
制
の
本
質
で
あ
る
と
の
考

え
方
が
次
第
に
有
カ
に
な
っ
て
く
る
。

　
で
は
、
両
者
の
「
一
致
」
は
ど
の
様
に
実
現
さ
れ
る
の
か
。
国

民
主
権
が
、
代
表
者
の
選
挙
を
通
じ
具
体
化
さ
れ
る
以
上
、
代
表

者
H
議
会
の
選
挙
が
「
一
致
」
を
実
現
す
る
鍵
に
な
る
の
は
い
う

ま
で
も
な
い
。
で
は
、
ど
の
様
な
選
挙
制
度
が
採
ら
れ
る
べ
き
な

の
か
。

　
当
時
の
有
力
学
説
は
、
民
意
の
分
布
を
可
能
な
限
り
正
確
に
議

会
構
成
に
反
映
す
る
選
挙
制
度
に
、
議
会
を
あ
た
か
も
民
意
の
縮

図
と
し
て
構
成
す
る
制
度
、
す
な
わ
ち
比
例
代
表
制
に
「
一
致
」

実
現
の
条
件
の
一
つ
を
見
出
し
た
。
例
え
ぱ
、
当
時
を
代
表
す
る

公
法
学
者
の
一
人
、
ジ
ョ
ゼ
フ
・
バ
ル
テ
ル
ミ
ー
は
以
下
の
よ
う

に
述
べ
る
。
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「
議
会
は
、
議
会
が
表
明
す
る
意
思
が
可
能
な
限
り
厳
格

　
　
に
国
民
の
願
望
と
一
致
す
る
た
め
に
、
可
能
な
限
り
正
確
に

　
　
国
民
を
代
表
す
る
よ
う
構
成
さ
れ
ね
ぱ
な
ら
な
い
。
…
…
比

　
　
例
代
表
制
の
み
が
、
確
実
に
こ
の
要
求
を
実
現
す
る
こ
と
が

　
　
で
き
る
。
比
例
代
表
制
は
、
や
は
り
民
主
主
義
の
必
然
的
帰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
旧
）

　
　
結
の
よ
う
に
恩
わ
れ
る
」
。

　
比
例
代
表
制
導
人
は
、
第
二
次
大
戦
後
の
一
九
四
六
年
に
実
現

し
た
。
し
か
し
、
比
例
代
表
制
の
下
で
、
国
民
と
国
民
代
表
の

「
一
致
」
は
実
現
し
な
か
っ
た
。
表
4
は
、
比
例
代
表
制
に
よ
る

一
九
四
六
年
の
選
挙
結
果
で
あ
る
。
当
初
は
、
共
産
党
・
社
会

党
・
人
民
共
和
派
（
≦
甲
雫
）
の
三
党
の
連
立
政
権
が
成
立
し

た
が
、
冷
戦
開
始
と
と
も
に
共
産
党
が
閣
外
に
去
っ
た
後
、
議
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
過
半
数
に
立
脚
し
た
内
閣
の
形
成
は

表4　1946年フランス総選挙

　　　　　得票率

共産党　28．6％

社会党　17．9％

急進派　14．7％
M．R．P．　　26－3％

右　　翼　　13．4％

議席率

30，5％

16．5％

10．1％

29．O％

12．9％

極
め
て
困
難
に
な
り
た
。
政
党
間
で

様
々
な
組
み
合
せ
が
試
み
ら
れ
た
が
、

国
民
の
意
思
と
は
無
関
係
に
政
党
間
の

離
合
集
散
ぱ
か
り
が
繰
り
返
さ
れ
、
六

八
ヶ
月
の
問
に
一
四
の
内
閣
が
交
代
し
、

総
計
二
二
五
日
に
も
及
ぷ
政
治
空
白
が

生
じ
た
。

　
こ
う
し
た
中
、
フ
ラ
ン
ス
の
代
表
制
理
論
は
、
大
き
く
転
換
す

る
。
国
民
が
選
挙
の
際
に
選
択
し
た
明
確
な
多
数
派
が
政
府
を
形

成
し
、
次
の
選
挙
ま
で
の
間
安
定
し
た
統
治
を
実
現
す
る
こ
と
こ

そ
が
「
一
致
」
実
現
の
条
件
で
あ
る
と
の
考
え
方
が
主
流
と
な
っ

て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
そ
の
際
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
の
は
、
小
選
挙

区
制
二
一
大
政
党
制
に
立
脚
し
た
イ
ギ
リ
ス
型
の
代
表
民
主
制

（
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
・
モ
デ
ル
）
で
あ
る
。
比
例
代
表
制
は
、

小
党
分
立
を
ま
ね
き
、
結
果
と
し
て
政
党
間
の
駆
け
引
き
に
政
治

の
行
方
を
委
ね
る
も
の
と
し
て
厳
し
い
批
判
の
対
象
に
な
っ
た
。

や
や
長
く
な
る
が
、
M
・
デ
ュ
ヴ
ェ
ル
ジ
ェ
の
指
摘
を
以
下
に
引

用
す
る
。

　
　
　
〕
一
大
政
党
制
の
帰
結
は
、
議
会
選
挙
が
市
民
全
体
に
、

　
　
政
党
を
率
い
る
二
つ
の
チ
ー
ム
の
間
か
ら
政
府
と
そ
の
首
長

　
　
を
選
択
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
有
権

　
　
者
は
選
挙
区
の
政
党
所
属
の
代
議
士
に
投
票
す
る
。
し
か
し

　
　
ま
た
そ
の
代
議
士
を
通
じ
党
首
と
そ
の
チ
ー
ム
に
も
票
を
投

　
　
じ
て
い
る
の
だ
。
」
「
二
大
政
党
制
は
こ
う
し
て
、
現
代
的
意

　
　
味
で
の
『
直
接
』
民
主
制
を
生
み
出
す
。
そ
こ
で
は
政
府
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
M
）

　
　
市
民
に
よ
っ
て
直
接
指
名
さ
れ
る
」
。
「
多
党
制
の
議
院
内
閣

　
　
制
で
は
、
市
民
は
自
ら
政
府
と
そ
の
首
長
を
選
ば
な
い
。
市

459



一橋論叢　第119巻　第4号　平成10年（1998年）4月号　（76）

　
　
民
は
単
に
…
…
あ
る
組
み
合
せ
を
他
の
も
の
よ
り
も
容
易
に

　
　
す
る
だ
け
で
あ
り
、
決
定
は
政
党
幹
部
に
よ
り
な
さ
れ
る
」

　
　
「
も
は
や
現
代
的
意
味
で
の
『
直
接
』
民
主
制
は
な
く
、
『
媒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

　
　
介
』
民
主
制
が
あ
る
ぱ
か
り
だ
」

　
い
ず
れ
の
代
表
民
主
制
観
が
、
国
会
を
「
全
国
民
の
代
表
」

（
四
三
条
）
と
規
定
す
る
わ
れ
わ
れ
の
憲
法
に
適
合
す
る
の
だ
ろ

う
か
。
正
確
・
公
正
な
代
表
の
要
請
と
市
民
に
よ
る
直
接
的
な
政

権
の
選
択
可
能
性
と
を
と
も
に
実
現
し
う
る
選
挙
制
度
が
あ
れ
ば

い
う
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
双
方
の
両
立
は
容
易
で
は
な
い
。

例
え
ば
現
在
の
日
本
の
衆
議
院
選
挙
制
度
は
小
選
挙
区
制
・
比
例

代
表
制
を
組
み
合
せ
て
い
る
が
、
わ
れ
わ
れ
は
二
つ
の
制
度
そ
れ

ぞ
れ
の
メ
リ
ッ
ト
を
享
受
し
得
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
一
九
九
六

年
の
選
挙
結
果
、
そ
し
て
そ
れ
以
降
の
国
会
を
見
る
限
り
、
正

確
・
公
正
な
代
表
と
市
民
に
よ
る
直
接
的
な
政
権
の
選
択
可
能
性

の
い
ず
れ
も
が
実
現
し
て
い
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
選
挙
制
度
の
効

果
は
そ
の
国
の
政
治
社
会
の
状
況
に
大
き
く
規
定
さ
れ
る
。
比
例

代
表
制
は
確
か
に
多
党
制
を
導
き
や
す
い
が
、
そ
れ
は
多
分
に
政

治
社
会
の
分
裂
の
反
映
に
す
ぎ
な
い
し
、
そ
こ
に
小
選
挙
区
制
を

導
入
し
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
デ
ュ
ヴ
ェ
ル
ジ
ェ
の
い
う
「
直
接
」

民
主
制
が
実
現
す
る
保
証
は
な
い
。
多
党
制
が
直
ち
に
政
治
的
不

安
定
を
帰
結
す
る
わ
け
で
も
な
い
。
逆
に
、
得
票
率
・
議
席
率
の

一
致
の
み
を
追
求
し
て
ゆ
け
ぱ
、
国
民
と
国
民
代
表
と
の
問
の

「
一
致
」
が
実
現
す
る
と
見
る
の
も
索
朴
な
議
論
で
あ
る
。

　
で
は
、
ど
う
考
え
る
べ
き
か
。
代
表
す
る
も
の
と
さ
れ
る
も
の

　
　
　
　
（
㎜
）

の
問
の
二
致
」
こ
そ
代
表
民
主
制
の
理
想
で
あ
る
と
す
る
な
ら

ば
、
議
会
構
成
が
民
意
の
分
布
状
況
を
一
定
程
度
反
映
す
る
こ
と

が
や
は
り
最
低
限
必
要
な
の
で
は
な
い
か
。
政
権
の
選
択
と
い
っ

た
要
素
は
あ
く
ま
で
そ
の
枠
内
で
1
民
意
の
縮
図
を
大
き
く
歪
め

な
い
限
度
で
－
考
慮
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
こ
れ
が
筆
者
の
現
時

点
で
の
結
論
で
あ
る
。
こ
う
し
た
立
場
は
、
比
例
代
表
制
と
親
和

性
を
持
つ
が
、
し
か
し
そ
れ
の
み
を
唯
一
の
帰
結
と
す
る
わ
け
で

は
な
い
。
少
数
代
表
的
機
能
を
持
つ
制
度
を
基
本
と
し
つ
つ
、
政

党
が
民
意
の
集
約
・
表
明
の
た
め
の
組
織
と
し
て
な
お
十
分
な
役

割
を
担
い
得
な
い
場
合
や
、
政
党
間
の
協
調
・
連
携
を
促
す
必
要

が
あ
る
場
合
な
ど
に
は
、
代
表
の
正
確
性
を
多
少
犠
牲
に
し
て
も
、

選
挙
に
個
人
の
選
択
の
要
素
を
加
味
し
た
り
、
選
挙
区
の
縮
小
な

ど
多
数
代
表
的
要
素
を
付
加
す
る
こ
と
な
ど
も
考
え
ら
れ
る
べ
き

か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
ら
の
考
慮
は
、
日
本
の
政
治
社
会
構
造
を

ど
の
様
な
も
の
と
し
て
認
識
す
る
か
と
い
う
点
に
か
か
っ
て
く
る
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だ
ろ
う
。
政
治
社
会
が
可
変
的
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
は
一
律
に
は

決
し
得
な
い
問
題
で
あ
り
、
憲
法
が
選
挙
制
度
の
選
択
を
法
律
に

委
ね
て
い
る
－
但
し
上
記
の
よ
う
な
大
枠
は
あ
る
が
1
意
味
も
そ

こ
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

む
す
び
1
「
学
問
へ
の
招
待
」
に
か
え
て

　
本
稿
で
は
、
専
ら
私
の
問
題
関
心
に
沿
っ
て
、
選
挙
制
度
に
つ

い
て
特
に
代
表
民
主
制
と
の
関
わ
り
と
い
う
点
か
ら
考
察
を
進
め

て
き
た
。
選
挙
制
度
を
論
じ
る
た
め
に
は
、
多
様
な
制
度
そ
れ
ぞ

れ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
や
現
実
の
効
果
な
ど
多
く
の
予
備
知
識
が
必
要

で
あ
る
。
限
ら
れ
た
ス
ペ
ー
ス
の
中
で
、
十
分
に
論
じ
尽
く
せ
な

か
っ
た
点
も
数
多
い
。
ま
た
、
日
本
の
選
挙
制
度
、
日
本
国
憲
法

の
下
で
の
代
表
民
主
制
の
あ
り
方
を
ど
う
考
え
る
の
か
と
い
う
一

番
肝
心
の
問
題
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
が
、

こ
れ
は
私
目
身
が
な
お
結
論
を
出
し
得
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
た
め
も
あ
っ
て
、
本
稿
は
、
結
論
の
提
示
で
は
な
く
間
題
の

提
起
に
終
わ
っ
て
い
る
。

　
本
稿
で
提
起
し
た
問
題
に
ど
の
様
な
解
答
を
与
え
る
か
は
何
よ

り
も
私
自
身
の
課
題
で
あ
る
が
、
本
稿
が
、
読
者
の
皆
さ
ん
の

「
学
問
」
に
対
す
る
好
奇
心
を
多
少
な
り
と
も
呼
び
起
こ
す
き
っ

か
け
に
な
れ
ぱ
、
筆
者
と
し
て
は
幸
い
で
あ
る
。

（
1
）
旨
ミ
§
ミ
O
旨
o
§
§
ざ
完
魯
き
－
｝
自
§
ぎ
ミ
ミ
負
U
等
9
ω

　
μ
o
－
、
＞
眈
眈
o
目
－
σ
示
①
O
O
箏
ω
ま
↓
目
凹
自
一
9
與
く
『
＝
－
㊤
ト
①
．
軍
－
蜆
ト
〇
一
な
お
、

　
樋
口
陽
一
『
憲
法
1
』
一
六
三
頁
（
青
林
書
院
、
一
九
九
八
年
）
も

　
参
照
。

（
2
）
　
選
挙
制
度
の
諸
類
型
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
以
下
の
文
献

　
参
照
。
西
平
重
喜
『
比
例
代
表
制
』
（
中
公
新
書
、
一
九
八
一
年
）
、

　
樋
口
陽
一
「
選
挙
区
制
と
選
挙
権
」
奥
平
・
杉
原
編
『
憲
法
学
4
』

　
ニ
ハ
○
頁
（
有
斐
閣
双
書
、
一
九
七
六
年
）
。

（
3
）
第
二
院
・
上
院
（
日
本
で
い
え
ぱ
参
議
院
）
の
選
挙
に
つ
い
て

　
は
、
第
一
院
と
か
な
り
異
な
ウ
た
選
挙
制
度
が
採
ら
れ
る
こ
と
も
少

　
な
く
な
い
。
例
え
ぱ
、
ア
メ
リ
カ
の
上
院
は
連
邦
を
構
成
す
る
各
州

　
の
代
表
で
あ
り
、
各
州
の
議
員
数
は
人
口
に
関
わ
り
な
く
二
名
ず
つ

　
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
貴
族
院
の
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
選
挙
さ
れ
な

　
い
第
二
院
も
存
在
す
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
第
二
院
の
存
在
理
由

　
と
深
く
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
。
日
本
の
よ
う
に
両
院
が
等
し
く

　
「
全
国
民
の
代
表
」
（
憲
法
四
三
条
）
と
さ
れ
、
直
接
普
通
選
挙
に
よ

　
り
選
ぱ
れ
る
場
合
、
二
院
制
の
意
義
を
ど
こ
に
見
出
す
か
は
な
か
な

　
か
困
難
な
、
し
か
し
同
時
に
極
め
て
興
味
深
い
問
題
で
あ
る
。

（
4
）
　
も
っ
と
も
、
あ
る
特
定
の
地
域
で
極
め
て
強
固
な
支
持
基
盤
を

　
有
す
る
政
党
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
事
憎
は
か
な
り
異
な
る
。

（
5
）
但
し
、
同
じ
小
選
挙
区
制
で
も
、
フ
ラ
ン
ス
の
よ
う
に
二
回
投

票
制
に
よ
る
場
合
に
は
状
況
は
か
な
り
異
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
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は
、
ロ
ハ
野
雅
人
『
選
挙
制
度
と
代
表
制
ー
フ
ラ
ン
ス
選
挙
制
度
の
研

究
』
（
勤
草
書
房
、
一
九
九
五
年
）
参
照
。

（
6
）
　
大
選
挙
区
多
数
代
表
制
の
場
合
、
各
党
が
ど
れ
だ
け
の
候
補
者

　
を
擁
立
す
る
か
も
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。
候
補
者
を
立
て
す
ぎ

　
れ
ぱ
共
倒
れ
の
危
険
が
生
じ
る
し
、
逆
に
候
補
者
数
が
少
な
す
ぎ
れ

　
ぱ
、
本
来
獲
得
で
き
た
は
ず
の
議
席
を
逃
す
こ
と
に
も
な
る
。

（
7
）
ρ
ω
胃
δ
貝
O
o
§
言
§
“
｛
§
O
o
妻
§
§
§
ミ
嚢
魁
s
㎞
呈
轟
一

　
N
目
o
o
戸
ε
竃
一
〇
．
ま
．

（
8
）
　
一
九
九
三
年
の
選
挙
に
際
し
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
で
は
、
政
党
に
つ

　
い
て
は
五
％
、
政
党
連
合
に
つ
い
て
は
八
％
の
阻
止
条
項
が
設
け
ら

　
れ
た
。
こ
の
結
果
、
有
効
投
票
の
三
五
％
に
も
上
る
多
く
の
小
政
覚

　
が
排
除
さ
れ
、
比
鉗
代
表
制
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
社
会
民
ま

　
党
・
農
民
党
が
三
六
％
の
得
票
で
四
六
〇
議
席
中
三
〇
〇
議
席
を
獲

　
得
し
た
。
市
．
ζ
彗
饒
戸
卜
塞
毫
g
～
§
8
“
膏
g
o
§
§
雨
こ
婁
§
＆
s

　
、
吊
竃
ミ
、
ぎ
』
o
伽
戸
冨
彗
一
℃
1
o
o
o
o
l

（
9
）
　
単
記
移
譲
方
式
に
つ
い
て
は
、
元
山
健
「
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
選
挙

　
制
度
考
　
単
記
移
譲
式
の
経
験
を
総
括
す
る
－
」
目
十
稲
田
法
学
六
九

　
巻
三
号
二
三
頁
参
照
。

（
1
0
）
　
－
－
童
1
0
o
淳
①
『
①
一
①
一
竺
．
一
ト
o
泳
“
－
雨
o
－
o
§
ざ
吻
雨
、
｛
曽
雪
ミ
忍
｝
軋
㊦

　
§
忌
蜆
雨
s
§
ま
o
曽
雨
曽
、
§
曽
o
雨
－
竃
①
－
』
㎏
q
s
－
o
①
〇
一
〇
〇
ー
く
〒
く
自
1

（
1
1
）
最
大
判
一
九
七
六
年
四
月
一
四
日
民
集
三
〇
巻
三
号
二
二
一
二
頁
、

　
及
び
最
大
判
一
九
八
五
年
七
月
一
七
日
民
集
三
九
巻
五
号
一
一
〇
〇

　
頁
。
も
ウ
と
も
、
最
高
裁
判
決
の
論
理
に
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な

　
い
。
詳
し
く
は
、
別
冊
ジ
ェ
リ
ス
ト
『
憲
法
判
例
百
選
n
」
等
を
参

　
照
し
て
ほ
し
㌧

（
1
2
）
　
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
国
民
主
権
と
代
表
民
主
制
と
の
関
係
に
つ
い

　
て
も
豊
富
で
輿
味
深
い
理
論
の
蓄
積
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

杉
原
泰
雄
『
国
民
主
権
の
史
的
展
開
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
八
五
年
）

　
を
参
照
。

（
1
3
）
　
ト
ω
弩
；
9
o
昌
｝
9
勺
－
O
冨
N
一
ぎ
ミ
“
§
ミ
9
－
o
§
－

　
餉
ミ
ミ
ざ
s
s
雨
ト
冨
竈
一
p
ω
邊
．

（
1
4
）
　
≦
U
⊆
く
9
o
q
害
一
き
餉
§
ミ
ぎ
昌
眈
富
ミ
尽
§
｝
9
、
；
ミ
o
§
・

　
餉
ミ
ミ
｛
§
ミ
ト
ー
－
卜
婁
内
§
曽
軋
｝
ω
壱
鳶
§
s
菖
§
ざ
§
吻
一
－
ざ
耐
p

　
－
竃
o
o
・
毫
・
轟
o
－
畠
一
・
な
圭
目
同
橋
和
之
『
国
民
内
閣
制
の
理
念
と
運

　
用
』
（
有
斐
閣
、
一
九
九
四
年
）
も
参
照
。

（
1
5
）
≦
一
〕
目
く
o
晶
員
8
ー
ミ
ー
ら
．
屋
ド

（
1
6
）
　
も
っ
と
も
、
「
一
致
」
の
実
現
は
、
公
正
・
正
確
な
代
表
と
政

　
権
の
選
択
の
い
ず
れ
を
優
位
さ
せ
る
か
と
い
う
点
に
つ
き
る
わ
け
で

　
は
な
い
。
例
え
ぱ
、
議
会
レ
ベ
ル
で
「
一
致
」
を
考
え
る
の
か
、
そ

　
れ
と
も
内
閣
レ
ベ
ル
で
考
え
る
の
か
、
二
致
」
と
は
個
別
利
益
の

　
集
積
の
結
果
実
現
す
る
似
か
、
個
別
の
利
害
と
は
区
別
さ
れ
た
も
の

　
を
考
え
る
の
か
な
ど
、
本
稿
で
は
検
討
し
尽
く
せ
な
か
っ
た
多
く
の

　
問
題
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
、
例
え
ぱ
、
高
橋
和
之

　
「
『
国
民
主
権
』
の
諸
形
態
1
『
誰
の
意
思
が
』
か
ら
『
い
か
な
る
意

　
思
が
』
へ
」
法
律
時
報
六
八
巻
六
号
二
五
頁
を
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橋
大
学
助
教
授
）
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